
   

事 務 連 絡  

令 和 ７ 年 ３ 月 1 2 日 

 

各業界団体の長あて 

 

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長 

 

賃貸集合住宅におけるＬＰガス料金の情報提供について（再周知依頼） 

 

平素より国土交通行政の推進にご理解とご協力いただきありがとうございます。 

 ＬＰガスが供給される賃貸集合住宅において、入居者は、入居後にＬＰガス料金を知る

ことが多く、また、入居者がＬＰガス事業者を選択できず特定のＬＰガス事業者と供給契

約を締結しなければならない場合、賃貸借契約締結後にＬＰガス料金を巡るトラブルが発

生していること等を受け、消費者が賃貸集合住宅の入居前にＬＰガス料金の多寡を知った

うえで入居することを可能とする観点等から、資源エネルギー庁において、「液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」（以下「液石法施行規則」とい

う。）を改正し、ＬＰガス事業者においては、賃貸集合住宅の入居希望者からＬＰガス事

業者に対して直接ＬＰガス料金等の情報提供の要請があった場合は、それに応じることを

義務付けるとともに、不動産関係者を通じて入居希望者に対し、ＬＰガス料金を事前提示

することとされました。この改正内容は令和６年７月２日に施行されています。 

令和６年２月に国土交通省不動産・建設経済局及び住宅局より、賃貸集合住宅を管理して

いる所有者及び不動産管理会社に対し、賃貸集合住宅の媒介を行う宅地建物取引業者に対し

てＬＰガス料金について情報提供を行うことを依頼しておりましたが、今般、別添１のとお

り、改めて国土交通省不動産・建設経済局及び住宅局より、賃貸集合住宅を管理している所

有者及び不動産管理会社に対し、賃貸集合住宅の媒介を行う宅地建物取引業者に対してＬＰ

ガス料金について情報提供を行うことを依頼いたしました。 

令和６年２月及び令和６年５月に、国土交通省不動産・建設経済局より、貴団体に対

し、それぞれ別添２及び別添３のとおり、ＬＰガス料金の情報提供及びＬＰガスの商慣行

是正に向けた制度見直しについて周知をお願いしておりましたが、ＬＰガスの供給に関す

る情報を入居者が適切に入手できるようにするため、今般、下記の事項に関して、改めて

貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知をお願いいたします。 

 

記 

 

  液石法施行規則の改正により、消費者が賃貸借契約を締結する前にＬＰガス料金の多寡

を知った上で入居することを可能とする仕組みが法定化され、ＬＰガス事業者から、ＬＰ

ガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることも踏まえ、ＬＰガ

スが供給される賃貸集合住宅について、賃貸借の仲介を行う宅地建物取引業者が、入居募



   

集中の賃貸集合住宅の物件に関し、当該賃貸集合住宅を管理する所有者又は不動産管理会

社から、当該物件に係るＬＰガス事業者名、連絡先、料金等の記載がある資料（ＬＰガス料

金表等）の提供を受けている場合には、当該資料について、入居希望者に対し、あらかじ

め、情報提供すること。（なお、ＬＰガス料金表等の情報があらかじめＬＰガス事業者か

ら提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、ＬＰ

ガス事業者に直接要請を行うことによりＬＰガス料金表等の情報の提示を受けることが

できる旨を、情報提供することが考えられる。） 


